
沼田市公告第１９６号 

 

学校給食センター太陽光発電設備設置工事について、下記のとおり公募型プロポーザル（設

計・施工一括発注方式）を実施するので公告します。 

 

令和６年９月１７日 

 

                          沼田市長 星 野  稔 

 

記 

 

１ 工事概要 

（１）件  名   学校給食センター太陽光発電設備設置工事 

（２）工事場所   学校給食センター（沼田市利根町大原１５１２番地１） 

（３）工事内容   太陽光発電設備に係る設計、施工及び監理 

詳細は「学校給食センター太陽光発電設備設置工事に係る要求水準

書」による 

（４）完成期日   令和７年３月１４日（金） 

（５）予 算 額   上限金額 ２０，０００千円(消費税及び地方消費税含む) 

（６）契約形態   随意契約（設計・施工一括発注方式） 

 

２ 選出方法 

優先交渉者の選出は、公募型プロポーザル方式によるものとし、学校給食センター太陽

光発電設備設置工事プロポーザル参加表明書を提出した事業者から提案書の提出を求め、

優先交渉者を選出するプロポーザル審査会において総合的な評価を行い、最も優れた提案

をした事業者を優先交渉者に選出する。 

 

３ 参加する者に必要な資格に関する事項 

次の各号に定める基準を全て満たしている者 

（１）沼田市内に本店、支店又は営業所を置く者 

（２）沼田市建設工事入札参加資格審査要領に規定する沼田市競争入札参加資格名簿にお

いて、工種が「電気工事」に登載されている者 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当該当する者でないこと。 

（４）沼田市の工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止期間中でない

者 

（５）参加表明受付開始日において、沼田市発注の建設工事における工事成績評定に係る

警告書の通知を受けた日の翌日から起算して３０日以内でない者 



（６）参加表明受付開始日において、工事成績評定に係る警告書の通知を受けた翌日から

起算して１年後の日までに工事成績評定６５点未満の工事検査結果通知受け、その

翌日から起算して９０日以内でない者 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行って

いる者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立て

を行っている者でないこと。 

 

４ 添付資料 

（１）学校給食センター太陽光発電設備設置工事プロポーザル実施要領 

（２）学校給食センター太陽光発電設備設置工事に係る要求水準書  

 

５ 問い合わせ先 

沼田市市民部環境課環境政策係 

住所：〒３７８－８５０１ 沼田市下之町８８８番地 

電話：０２７８－２３－２１１１ 内線３０７１ 

 


